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 別 紙  

 

フロン排出抑制法に基づく平成 30年度のフロン類の再生量等及び破壊量等の集計結果について 
 

環 境 省 

１．再生量等の集計結果 

（１）再生量 

    フロン排出抑制法に基づき第一種フロン類再生業者から報告のあった平成 30 年度における

フロン類の再生量の合計は約1,351トンであり、平成29年度の再生量（約1,295トン）と比較

して4.3％の増加となりました（表１、表５、図１）。なお、フロン類の再生量等の報告は、フ

ロン排出抑制法に基づき、今回（平成30年度分の実績）で４回目となります。 

フロン類の種類別の内訳としては、ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）が約23トンで全体の

1.7％、ＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）が約 846 トンで全体の 62.7％、ＨＦＣ

（ハイドロフルオロカーボン）が約481トンで全体の35.6％となっています（図２）。フロン類

の種類別の再生量としては、ＣＦＣは前年度より 24.2％減少、ＨＣＦＣは前年度より 1.5％減

少、ＨＦＣは前年度より18.9％増加しています（表１、表５）。 

フロン類の種類ごとの冷媒の内訳としては、ＣＦＣでは、Ｒ11が100.0％となっております。

ＨＣＦＣでは、Ｒ22 が 95.5％、Ｒ123 が 4.5％と合わせて 100％となっております。ＨＦＣで

は、Ｒ410Ａが53.4％、Ｒ407Ｃが25.9％、Ｒ404Ａが10.5％とこれらで全体の約90％を占めて

います（表２、図３～図５）。 

 

（２）引取量及びフロン類破壊業者への引き渡し量 

   第一種フロン類再生業者が引き取った第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）のフロン類の

引取量は約 1,406 トンで前年度と比べて 7.4％の増加となりました。また、再生されずにフロ

ン類破壊業者に引き渡した量は約 37 トンで前年度と比べて 5.3％の減少となりました（表１、

表５）。 
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表１ フロン類の再生量等の集計結果 

単位：kg 

 ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

年度当初の保管量 12,734 56,724 30,863 100,320 

引き取った量 

【第一種特定製品（業務用冷凍空

調機器）】 

18,511 879,145 508,516 1,406,172 

再生した量 23,491 846,345 480,684 1,350,520 

フロン類破壊業者に引き渡した量 8 30,525 6,934 37,467 

年度末の保管量 4,813 54,696 51,201 110,710 

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

 ※引取量には、潤滑油に溶け込んだフロン類の重量も計上されているが、再生量は油等を除いたフロン類の実質再生

量であるため、集計が一致しないことがある。 

 

 
図１：フロン類再生量の推移 
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図２：フロン類の種類別再生量 図３：ＣＦＣにおける再生量の内訳 
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表２ フロン類の種類別再生量の内訳 

単位：㎏ 

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 

Ｒ１１ 23,491 Ｒ２２ 808,239 Ｒ３２ 1,522 

Ｒ１２ 0 Ｒ１２３ 38,107 Ｒ１３４ａ 47,781 

Ｒ５０２ 0 
  

Ｒ４０４Ａ 50,409 

  Ｒ４０７Ｃ 124,376 

Ｒ４１０Ａ 256,595 

合 計 23,491 合 計 846,345 合 計 480,684 

ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣの再生量合計 1,350,520 

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 
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２．破壊量等の集計結果 

（１）破壊量 

     フロン排出抑制法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成 30 年度におけるフロン

類の破壊量の合計は約 4,364 トンであり、平成 29 年度の破壊量（約 4,543 トン）と比較して

3.9％減少となりました。（表３、表６、図６）。 

フロン類の種類別の内訳としては、ＣＦＣが約116トンで全体の2.6％、ＨＣＦＣが約1,786

トンで全体の40.9％、ＨＦＣが約2,457トンで全体の56.3％、その他混合冷媒が6.6トンで全

体の0.2％であり（図７）、それぞれ前年度よりＣＦＣは6.2％減少、ＨＣＦＣは12.3％減少、

ＨＦＣは3.3％増加、その他混合冷媒は25％増加しています（表３、表６）。 

フロン類の種類ごとの冷媒の内訳としては、ＣＦＣではＲ11 が 73.5％、Ｒ12 が 16.2％とこ

れらで全体の約90％を占めています。ＨＣＦＣでは、Ｒ22が98.4％と大半を占めています。Ｈ

ＦＣでは、Ｒ410Ａが35.9％、Ｒ134aが34.6%、Ｒ407Ｃが19.7％とこれらで全体の約90％を占

めています（表４、図８～図10）。 

 

（２）特定製品別の引取量 

   フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量の合計は、約 4,372 トンとなりました。特定

製品別に見ると、第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）から回収したフロン類は約 3,649 ト

ンで前年度と比べて4.0％減少となり、第二種特定製品（自動車製造事業者等及び指定再資源化

機関）から回収したフロン類は約723トンで前年度と比べて0.4％の減少となりました（表３、

表６）。 

 

表３ フロン類の破壊量等の集計結果 

 

 ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 
その他 

混合冷媒 
合計 

年度当初の保管量 5,300 146,332 48,147 379 200,158 

 

第一種特定製品 

（業務用冷凍空調機器） 
110,159 1,780,985 1,751,450 6,269 3,648,863 

 

第二種特定製品 

（自動車製造事業者等及び 

指定再資源化機関） 

3,488 0 719,788 0 723,276 

引き取った量の合計 113,647 1,780,985 2,471,238 6,269 4,372,138 

破壊した量 115,544 1,785,530 2,456,654 6,646 4,364,375 

年度末の保管量 3,403 141,787 62,731 1 207,921 

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

  

単位：kg 
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図７：フロン類の種類別破壊量 図８：ＣＦＣにおける破壊量の内訳 

図９：ＨＣＦＣにおける破壊量の内訳 
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表４ フロン類の種類別破壊量の内訳 

単位：㎏ 

ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 
その他 

混合冷媒 

Ｒ１１ 84,890 Ｒ２２ 1,757,384 R２３ 15,306 

 

Ｒ１２ 18,776 Ｒ１２３ 18,615 Ｒ３２ 39,560 

Ｒ１３ 236 Ｒ１２４ 54 Ｒ１２５ 33 

Ｒ１１３ 2,001 Ｒ１４１ｂ 216 Ｒ１３４ａ 849,260 

Ｒ１１４ 1,879 Ｒ４０１Ａ 651 Ｒ１４３ａ 1 

Ｒ５００ 67 Ｒ４０２A 0 Ｒ１５２ａ 4 

Ｒ５０１ 7 Ｒ４０３Ａ 71 Ｒ２２７ｅａ 142 

Ｒ５０２ 7,689 Ｒ４０３B 558 Ｒ２３６fａ 0 

  

Ｒ４０８Ａ 81 Ｒ２４５fａ 2,857 

Ｒ４０９A 3,391 Ｒ４０４Ａ 175,682 

Ｒ４１1Ａ 3,066 Ｒ４０７A 517 

Ｒ４１２Ａ 369 Ｒ４０７Ｃ 483,563 

Ｒ４１４Ａ 98 Ｒ４０７Ｄ 470 

Ｒ５０９Ａ 975 Ｒ４０７Ｅ 4,239 

  

Ｒ４１０Ａ 882,353 

Ｒ４１３Ａ 105 

Ｒ４１７Ａ 193 

Ｒ４２１Ａ 29 

Ｒ４２１Ｂ 175 

Ｒ４２２Ａ 104 

Ｒ４２２Ｄ 59 

Ｒ４２３Ａ 42 

Ｒ４２７Ａ 394 

Ｒ４３７Ａ 222 

Ｒ４４０Ａ 6 

Ｒ５０７A 952 

Ｒ５０８A 372 

Ｒ５０８Ｂ 15 

合 計 115,544 合 計 1,785,530 合 計 2,456,654 6,646 

ＣＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣの破壊量合計 4,364,375 

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 
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３．再生量・破壊量の全体フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11：フロン類再生量及び破壊量の全体フロー 

 

※ 小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

※ 引取量には潤滑油に溶け込んだフロン類の重量も計上されているが、再生量は油等を除いたフロン類の実質再生

量であるため、集計が一致しないことがある。 
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【参 考】 

（１）フロン類の再生量及び破壊量の推移 

 

 

図12：フロン類の再生量及び破壊量の推移 

※再生量の統計は平成27年度から開始したため、それ以前の実績値は不明である。 

 

（２）平成29年度のフロン類の再生量等の集計結果 

 

表５ 平成29年度のフロン類の再生量等の集計結果 

単位：kg 

 ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

年度当初の保管量 12,195 105,814 22,991 141,000 

引き取った量 

【第一種特定製品（業務用冷凍空調機器）】 
37,790 845,265 425,982 1,309,037 

再生した量 30,996 859,435 404,378 1,294,809 

フロン類破壊業者に引き渡した量 5,094 28,235 6,220 39,550 

年度末の保管量 12,734 56,724 30,863 100,320 

※小数点以下を四捨五入しているため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 
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（３）平成29年度のフロン類の破壊量等の集計結果 

 

表６ 平成29年度のフロン類の破壊量等の集計結果 

単位：kg 

※小数点以下を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

 

（４）フロン類の種類について 

ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン） 

冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層を破壊する物質であり、モントリオー

ル議定書に基づき1995年（平成７年）末で先進国において生産が全廃された。強力な温室効果

ガスでもある。 
 
ＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン） 

ＣＦＣの代替物として開発された物質であり、ＣＦＣに比べるとオゾン層を破壊する力は弱

い。モントリオール議定書に基づき先進国においては2019年（令和元年）末までに生産を全廃

しなければならない。強力な温室効果ガスでもある。 
 
ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン） 

ＣＦＣ、ＨＣＦＣの代替物として開発された、いわゆる代替フロン。オゾン層破壊物質では

ないが、強力な温室効果ガスであり、パリ協定において排出削減対象物質となっている。また、

平成28年 10月にモントリオール議定書が改正され（キガリ改正）、先進国においては2036 年

までに生産量を段階的に削減しなければならない。 

 

（５）再生量及び破壊量集計の法的根拠 

平成 27 年から施行されたフロン排出抑制法に基づき、第一種特定製品と第二種特定製品※

について、機器の廃棄時等にフロン類の回収、再生（第一種特定製品のみ）、破壊が義務付け

られています。 

フロン排出抑制法においては、第一種フロン類再生業者は前年度に再生したフロン類の量

等を、フロン類破壊業者は前年度に破壊したフロン類の量等を、毎年度、年度終了後45日以

内に、主務大臣（環境大臣及び経済産業大臣）にそれぞれ報告しなければならないとされてお

り（法第60条第３項及び第71条第３項）、主務大臣は、この報告等に関する情報を整理して、

 ＣＦＣ ＨＣＦＣ ＨＦＣ 
その他 

混合冷媒 
合計 

年度当初の保管量 6,499 147,159 60,465 378 214,501 

 

第一種特定製品 

（業務用冷凍空調機器） 
117,840 2,036,047 1,643,354 5,301 3,802,541 

第二種特定製品 

(自動車製造事業者等 

及び指定再資源化機関） 

4,136 0 721,935 0 726,071 

引き取った量の合計 121,976 2,036,047 2,365,288 5,301 4,528,612 

破壊した量 123,163 2,036,874 2,377,606 5,300 4,542,942 

年度末の保管量 5,312 146,332 48,147 379 200,170 
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特定製品に係るフロン類の充塡、回収、再生及び破壊の状況等の情報を公表するものとされて

います（法第94条）。 

なお、今回の報告対象は、主務大臣の許可を受けて平成30年度に再生を行った26の第一種

フロン類再生業者及び同年度に破壊を行った62のフロン類破壊業者です。 

 

※平成17年1月1日以降に引取業者に引き渡された使用済自動車に搭載されていた第二種

特定製品については、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき冷媒フロン類

の回収が行われていますが、回収したフロン類の破壊はフロン排出抑制法に基づき、

フロン類破壊業者によって行われています。 

 

（６）今後の公表予定 

今後、第一種フロン類充塡回収業者（業務用冷凍空調機器への冷媒フロン類の充塡や、業務

用冷凍空調機器からの冷媒フロン類の回収をするため都道府県知事に登録している者）から

の平成30年度におけるフロン類の充塡及び回収量等の報告が都道府県知事によって集計され、

主務大臣（環境大臣及び経済産業大臣）あてに通知されることとなっており、これを取りまと

めて公表します。 

また、第一種特定製品からの一定以上（1,000ｔ-CO2／年以上）のフロン類の漏えいが生じ

た第一種特定製品の管理者は、管理する機器からのフロン類の漏えい量を算定し、国（事業所

管大臣）に対して報告する義務があり、国（環境大臣及び経済産業大臣）は報告された情報を

集計した上で公表します。 


